
茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

令和６年４月１日

茅ヶ崎市長 佐 藤 光

茅ヶ崎市条例第２１号

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例（平成１４年茅ヶ崎市条例第１６号）の一部を次のように改正する。

第８条ただし書中「次に掲げる場合」を「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設

に拘禁されている場合」に改め、「、又は収容され」を削り、同条各号を削る。

第１２条第２項第１号中「１７２，５５０円」を「１７７，９５０円」に改め、同項第

２号中「７７，８９０円」を「８１，２９０円」に改め、同項第３号中「８６，２８０円」

を「８８，９８０円」に改め、同項第４号中「３８，９００円」を「４０，６００円」に

改める。

別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「６，３４０」を「６，６１８」に、「８，

０８５」を「８，２８３」に、「９，６４０」を「９，７９５」に、「１０，８１０」を「１

０，９２３」に、「１１，６４５」を「１１，７１８」に、「１２，３８８」を「１２，４

３８」に改め、同表学校薬剤師の補償基礎額の項中「５，３４０」を「５，５６８」に、「６，

３１０」を「６，４７０」に、「６，９２５」を「７，０３８」に、「８，０２８」を「８，

０９３」に、「８，９０８」を「８，９５０」に、「９，３７０」を「９，３９８」に改め

る。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 改正後の第１２条第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じ

た介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、な

お従前の例による。

３ 改正後の別表の規定は、令和５年４月１日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補

償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年

金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公

務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。


